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倫理・コンプライアンス委員会規程 
 

 

第 1条（目的） 

本規程は、公益財団法人日本卓球協会（以下「本協会」という）の理事会の決定に基づき構成された

倫理・コンプライアンス委員会（以下「委員会」という）の運営に必要な事項を定める。 

 

第 2条（所管事項）  

委員会は、次の事項を所管する。 

1）「基本規程 第 2章倫理」等の整備に関すること。 

2）本協会の役職員等及び関係者等の綱紀粛正及び社会規範意識の啓発に関すること。 

3）本協会の役職員等及び関係者等のコンプライアンス意識の向上のための研修その他の施策につい

て助言すること。 

4）法令等の違反及び「基本規程 第 2章倫理」違反に対する処分に関すること。 

5）その他、委員会の目的を達成するために必要なこと。 

 

第 3条（委員） 

委員会に、次の人員を置き、その数は 5名～9名以内とする。 

1）委員長 1名 

本協会の理事又は学識経験者（弁護士、公認会計士含む）の中から会長が委嘱する。 

2）委員  8名以内 

委員長が本協会の理事の中から 3 名以内及び弁護士 1 名以上と公認会計士 1 名以上が含まれる学

識経験者 3 名以内を推薦、また女性委員 2 名以上を推薦することとし、理事会に諮って会長が委

嘱する。 

 

第 4条（任期） 

委員会委員の任期は、委嘱日より開始し、本協会理事の任期と同じく終了する。但し、再任を妨げな

い。 

 

第 5条（委員会） 

委員会は委員長ならびに委員をもって構成する。 

2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

3 委員会の議事は、委員会委員の合意により決定する。 

4 委員会の決議は、委員会委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

5 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。 

6 本規程に定めるものの他、委員会の目的を達成するために必要な事項は、委員会の決議を経て定め

る。 

7 提案された議事に関して、事前に全ての委員会委員がその提案に合意する旨を表明したことが確認

できた場合、委員会は開かれたものとみなすことができる。 
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第 6条（改廃） 

本規程の改廃は、理事会の決定を経て行う。 

 

附 則 

この規程は2019年6月1日制定、2019年6月1日より施行する。 

2  この規程は2022年6月4日一部改訂、2022年6月4日より施行する。 

3  この規程は2022年9月17日一部改訂、2022年9月17日より施行する。 

 

 


